


患者さまの権利

私ども職員は、患者さま誰もが持つ権利を尊重する
医療の実現に努めます

1. よりよい医療サービスを受ける権利

2. 常に人間としての尊厳を保つ権利

3. 医療上の情報提供と十分な説明を受ける権利

4. 自分で選び、自分で決める権利

5. プライバシーが保護される権利

長野市民病院

長野市民病院の理念

私ども職員は、患者・市民の皆さまと手を携え、
地域に開かれた病院としての医療を実践します。

１． 命のいとおしさを大切に、人間味あふれる医療を提供します

２． 医療水準の向上に努め、高度で良質、安全な医療を提供します

３． 個人の人権と意思を尊重し、情報の開示、説明と同意を

    基本とする医療を提供します

４． 地域の保健、医療、福祉機関等との機能分担に配慮し、

    円滑な連携を図ります






















































































